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はじめに 
 ホーム柵は、ホーム上の旅客を線路への転落や列車との接触から防護するために有効

な施設である。しかしながら、ホーム柵はこれまで新規路線や大きなシステムの変更を

行った一部の路線でのみ採用されてきており、既存路線への普及は進んでいないのが現

状である。 

 このため、国土交通省鉄道局にホーム柵の普及方策について検討を行う「ホーム柵設

置促進に関する検討会」が設置された。本報告はこの検討会の調査検討結果を簡潔にと

りまとめたものである。詳細については資料編に整理している。 

 検討会では、まず、これまでに発生したホームからの転落事故等の実態を把握すると

ともに、現在実用化されている可動式ホーム柵の性能の把握を行った。次に、実用化さ

れている可動式ホーム柵を既存路線に設置する際の課題を整理するとともに、鉄道事業

者がこれらのホーム柵の導入可能性を検討する際の具体的な方法をとりまとめた。さら

に、この検討方法を用いて、モデル路線におけるケーススタディを行った。 

 今回の検討の成果を用いることにより、各鉄道事業者は実用化されているホーム柵シ

ステムの既存路線への導入可能性と、設置する際の課題を明らかにすることが可能とな

ったが、一方、極めて混雑するホームを有する路線に設置する際には、実用化されてい

る可動式ホーム柵のシステムでは課題が多く、今後とも技術開発等を進めていくことが

必要であることも判明した。 

 この報告にはこのような路線への対応を含め、今後ホーム柵を普及させるために必要

な方策についてもとりまとめた。 

 
１．プラットホームにおける安全対策等の現状 
（１）ホームにおける事故等の現況 

①事故による死傷者数 
 ホームからの転落やホーム上で列車と接触することにより発生した運転事故によ

る死傷者数は１１１人、死亡者数は３０人（平成１４年度、自殺は除く）である。鉄

道運転事故全体の死傷者及び死亡者に占める割合は、それぞれ約１５％、約９％であ

る。運転事故全体が減少傾向にある中でホームでの事故等については減少していない。

一方、ホームからの自殺者については、年間約１７０人である。大都市圏においては、

これらの事故等により周辺の路線まで影響がおよぶことがある。 

②ホームからの転落要因 
 利用者数が多いホームは事故の発生件数が多いが、混雑時間帯と発生件数には関連

性はない。また、酔客が約５５％を占めている。 
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③視覚障害者の転落経験 
 鉄道利用頻度の高い視覚障害者のアンケート調査では、約５０％が転落経験がある

との回答が得られている。 

 

（２）ホームの安全対策の現状 
①転落防止対策の現状 

 ホームからの転落防止対策は、視覚障害者を対象とした点状ブロックの整備を中心

に対策が進められている。 

②ホーム柵の設置事例 
1) 可動柵の設置事例 

 可動式ホーム柵の設置事例としては、東急目黒線、都営三田線等が代表的である。

これらの路線の共通の特徴事項は、混雑がそれほど激しくない路線であること、安

全確保を図りつつワンマン運転に移行するために大規模な改良を行ったことであ

る。 

2) 固定柵の設置事例 

 固定式ホーム柵の設置事例は、終端駅や編成の短い列車のみが運行される路線等

が大半である。 

 
２．ホーム柵設置の課題 

 実用化されているホーム柵のシステムを念頭に、既存路線にホーム柵を設置する際

の課題について検討を行った。主な課題は次の通りである。 

（１）設備面の課題 
①車両扉位置の異なる列車への対応 

 車両扉位置の異なる列車を運行している路線に対応できない。 

②曲線ホーム等への対応 
 既存路線のホームはその構造や形状が多様であるため、軽量・薄型の柵を開発する

必要がある。 

③移動円滑化への支障のおそれ 
 ホーム幅が十分に確保できていない箇所においては、ホーム柵を設けることにより、

車いす使用者の円滑な移動に支障を生じる場合がある。また、ホーム有効幅が減少す

ることにより、ホーム上の旅客流動に支障を及ぼす場合がある。 
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（２）輸送面の課題 
①輸送力への影響 

 旅客が乗降に要する時間が増加するとともに、柵の開閉のための時間が必要となる

ため駅での停車時分が長くなり、高密度運転を行っている路線では輸送力が低下する。 

②安全確保方策の確立 
 特に、戸閉め補助要員を必要とする駅がある混雑路線については、柵のドア閉め等

に対する安全確保方策が確立されていない。 

 

（３）固定式ホーム柵の課題 
 固定式ホーム柵については、柵の設置により車掌や駅係員の見通しが低下するため

出発監視時等の安全確認に支障を及ぼすおそれがある。 

 
３．ホーム柵設置促進に向けた考え方 
（１）基本的な考え方 

 ホーム柵の設置は、様々な課題が残されているもののホームにおける事故防止に対

し有効であり、また、バリアフリー化、人身障害事故による列車遅延の防止等、鉄道

サービスの向上方策としても設置促進のための検討を進めていく必要がある。 

 既存路線と比べて技術的にはホーム柵の設置が容易な新規単独路線については、ホ

ーム柵を設置することが望ましい。 

 また、既存路線についても、各路線ごとに解決すべき課題を把握しておく必要があ

る。 

 

（２）今後の取り組み 
①既存路線における設置可能性の検討 

 今回の検討により、ホーム柵の設置にあたって検討すべき事項（別添）が整理され

た。この成果を活用し、各事業者が、輸送人員が多いなど設置効果の高い路線につい

て、個々の路線の実情を踏まえ設置可能性の検討を行う必要がある。設置可能性を検

討する際は実用化されている可動式ホーム柵を基本とし、個々の路線の条件により、

ホームドア、固定式ホーム柵が適している可能性がある場合にはこれらを含めて検討

する。 

 なお、設置可能性の検討にあたっては、既存システムを一部変更することで対応で

きる場合はその方策もあわせて検討することとし、また、対応が困難である場合には

今後解決すべき課題についても整理しておくことが必要である。 

②安全確保のための段階的な検討 
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   ２．（２）②で示したように、混雑路線については、利用する旅客数も多いことか

らホーム柵の設置による事故防止の効果が高い路線である一方、旅客数が多いことに

よる輸送上の課題を抱えている路線でもある。今回の検討では、混雑路線での安全確

保方策が大きな課題として残っており、このような路線へのホーム柵の設置にあたっ

ては、あわせて安全性の確保について検討することが必要である。 

   このため、既設置路線の状況を踏まえて、シミュレーション、ベンチテスト、実証

実験等段階を踏みながら設置に向けた検討を進めていく必要がある。 

   また、２．（２）①で示したように、混雑線区については、安全性の確保に加えて

輸送サービスの低下になることなども懸念されている。混雑線区では高密度な運転を

行っているため、柵の設置による停車時分のわずかな増大も定時運行に鋭敏に影響し、

戸挟みなど些細な障害によって大きなダイヤの乱れが発生する可能性が大きい。その

ため、停車時分の増大の原因等を把握し、線区それぞれの特性に対応した停車時分の

短縮方策等の対応策について検討を行う必要がある。 

③技術開発の推進 
   ２．（１）で示した課題のうち、実用化されているホーム柵のシステムでは対応で

きない課題については、今後とも技術開発等に取り組んでいく必要がある。そのうち

主なものは以下のとおりである。 

  1) 異なる車両扉位置に柔軟に対応できるホーム柵の開発 

  2) 混雑線区での安全確認が可能なホーム柵の開発 

  3) 簡易に定位置停止が可能となるシステムの開発 

  4) 低コスト化の推進 

 

 これらの検討結果等を踏まえて、設置可能な路線から早急に着手することが望ましい。 

 
おわりに 

 本報告は、ホーム柵設置の課題を明らかにするとともに今後の設置促進に向けた基本

的な考え方、今後の取組みについて提示したものである。 
 検討会においては技術的課題を中心に検討を進めてきたが、設置には多額の資金が必

要となることから、費用負担のあり方について幅広く検討することが必要である。 
 また、ホーム柵の設置を促進していくためには、この報告に示した様々な課題を解決

していく必要があり、また、関係者が連携して技術開発の推進等に取り組んでいくこと

が必要である。 
 この報告がまとめられたことにより、ホーム柵の設置に向けた検討が進み、より安全

で快適な鉄道が実現することを期待する。 
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ホーム柵の設置にあたって検討すべき事項 

 

可動式ホーム柵の設置可能性を検討するにあたっては、実用化されているホーム柵

のシステムを念頭に、以下の項目を全てチェックする。 

なお、実用化されているホーム柵のシステムを一部変更することで導入可能と判断

される場合は、個々の条件に対応できる方策を検討する必要がある。 

また、実用化されているホーム柵のシステムでは導入が不可能である場合は、要求

される仕様を実現するための課題を整理しておく必要がある。 

 

検討すべき事項 検討項目 

設置単位  導入方針 

柵の仕様  

車両長 混在の有無、混在の必要性 車

両 車両の型式 混在の有無、混在の必要性 

編成長 混在の有無、混在の必要性 

列車種別 混在の有無、混在の必要性 

臨時列車 臨時列車の有無、混在の必要性 

相互直通 相互直通の有無、必要性 

分割併合 分割併合の有無、必要性 

車両扉 

 

列

 

車

停止位置 停止位置混在の有無、必要性 

実装 停止精度 

無し 定位置停止装備の難易 

定位置停止 

地上設備 定位置停止地上設備設置の難易 

必要となる更新車両数の多少 

列車の状況 

 

車両の更新 更新の難易 

更新の負担の大小 

所要強度有無 ホーム構造 

改造の難易 

上屋等構造物 基礎等への支障 

工事の難易 

設置工事 

施工 

ホーム上への搬入の難易 

戸袋幅の確保の可否 開口寸法 扉との不一致の程度

扉との重なりの有無 

強度 電動車椅子を考慮 

仕様変更の必要性の有無 

柵本体 

仕様 

仕様変更の必要がある場合その方

法（開口幅拡大、戸袋厚さ減少、セ

ンサー検知範囲拡大、新幹線方式適

用など） 

両面使用の場合、2.1m以上あるか ホーム幅員 
片面使用の場合、1.75m以上あるか

狭隘部 1.6m以下の狭隘部の有無 

柵の設置 

 

柵を設置するホ

ームの状況 

曲線 車両とホーム縁端の隙間の大小 

別 添 



 

- 6 - 

ラッシュ時運転本数(運転間隔) 

ラッシュ時混雑率 

ラッシュ時の遅れ 

余裕時分の大小 運転間隔 

最小間隔短縮の難易 

運転状況 

運行時分 短縮の難易 

停車時分の長短 停車時分 

停車時分短縮の難易 

乗降人員 扉ごとの乗降人員 

ラッシュ時の遅れ 

停車時分 

戸閉め補助 

戸補助要員数 

ホーム上の流動人員 旅客流動 

狭隘部の流動人員 

ホーム上の見通し確保の難易 

輸送面 
 

ワンマン運転 

車掌の転属の難易 
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